
    令和８年度監査支援及び現地事務局調査業務（その２）委託仕様書 

 

１ 目 的 

   監査委員は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「法」という。）に基づく知事から独立した

地位を認められた執行機関であり、監査委員事務局は、監査委員の補助機関として設置されている。 

   公認会計士等の専門知識、経験等を活用することにより、監査機能の充実・強化を図ることを目的

とし、京都府監査委員事務局（以下「事務局」という。）における業務の一部を監査法人等に委託する。 

    

２ 用語の定義 

(１) 監査法人等 

公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の３第３項に規定する監査法人、同法第 43 条

第１項に規定する日本公認会計士協会に登録された公認会計士若しくは公認会計士を雇用する法

人をいう。 

(２) 現地事務局調査 

監査委員の命を受け、事務局職員が監査の対象機関等に赴き調査を行うことをいう。 

(３) 監査基準等 

「京都府監査基準」、「京都府監査実施要領」、「令和８年度監査計画」「令和８年度財政的援助団

体等監査実施計画」及び現地事務局調査を実施するに当たって事務局が定めるその他のルールを

いう。 

(４) 財政的援助団体等 

京都府の出資団体（府の出資割合が 25％以上の団体）、公の施設の管理団体及び補助金等交付団

体をいう。 

 (５) その他 

その他の用語の定義については、監査基準等による。 

 

３ 業務の種類（履行時期） 

 (１) アドバイザー業務（契約期間内において随時） 

事務局職員の監査業務等に係る質疑に対し、公認会計士が専門知識を活用したアドバイス等を行う。 

  (２) 財政的援助団体等監査に係る現地事務局調査支援業務（令和８年９月～令和９年３月）     

地方自治法第 199 条第７項の規定により実施する財政的援助団体等監査に係る現地事務局調査に公

認会計士が同行し、調査業務を行うとともに、これに伴う事前及び事後の付帯業務を行う。 

 

４ 業務の対象となる機関・団体 

 (１) アドバイザー業務 

令和８年度監査計画及び令和８年度財政的援助団体等監査実施計画に基づき行う予定としてい

る監査等の対象機関・団体に係る事案等を対象とする。 



 (２) 財政的援助団体等監査に係る現地事務局調査支援業務  

令和８年度に財政的援助団体等監査を行う予定としている以下の団体のうち、７団体を対象と

する。７団体の選定については、本契約締結後、事務局と監査法人等において協議の上、決定す

る。 

なお、監査法人等が令和８年度監査対象団体の監査等を行っている場合は、利益相反行為とな

らないように決定するものとする。 

〇 対象団体一覧 

 対象団体 調査実施場所 所管部局 

１ 

出

資

団

体 

京都府公立大学法人 京都市 
総合政策環

境部 

２ (公財)京都文化財団 京都市 文化生活部 

３ 京都府道路公社 京都市 建設交通部 

４ 北近畿タンゴ鉄道(株) 宮津市 建設交通部 

５ (公財)京都府国際センター 京都市 
総合政策環

境部 

６ (一社)森の京都地域振興社 亀岡市 
総合政策環

境部 

７ (公財)京都府長岡京記念文化事業団 長岡京市 文化生活部 

８ (公財)京都ＳＫＹセンター 京都市 健康福祉部 

９ (一財)丹後王国食のみやこ 京丹後市 建設交通部 

10 (公財)京都府埋蔵文化財調査研究センター 向日市 教育庁 

11 

 

公
の
施
設
の
管
理
団
体 

コングレ・日本管財・丸善雄松堂共同体 

（京都学・歴彩館） 
京都市 文化生活部 

12 
(特非)八木町スポーツ協会 

（口丹波勤労者福祉会館） 
南丹市 

商工労働観

光部 

13 
(株)設計京北 

（府民の森ひよし） 
南丹市 農林水産部 

14 
(公財)青少年野外活動総合センター 

（木津川運動公園） 
城陽市 建設交通部 

15 
京都府立洛西浄化センター公園管理協会 

（洛西浄化センター公園） 
長岡京市 建設交通部 

※ 括弧書きは、公の施設名称を表す。 
 

５ 業務の内容   

(１) アドバイザー業務  

事務局職員の監査業務等に係る質疑に対し、公認会計士が専門知識を活用したアドバイス等を

行う（事務局職員に対する専門研修等を含む）。 



質疑事項については、事務局から「質問・回答票（様式１）」により監査法人等へ照会し、監査

法人等は質疑に対して文書等で回答するとともに、定例日を設けて対面（オンライン会議等を含

む。）でアドバイスを行うものとする。 

また、必要に応じて事務局職員が監査法人等の事務所に赴くことや、電話、メール等により、専

門知識を享受する場合についても、当該業務の対象とする。 
 

 (２) 財政的援助団体等監査に係る現地事務局調査支援業務（対象７団体） 

現地事務局調査において公認会計士が事務局職員に同行し、専門的な問題等が生じた場合に対

応できる体制を整備のうえ、調査業務を行う。また、現地事務局調査を効率的・効果的に実施する

ため、当日の対応のほか、事務局との事前及び事後の協議を行うものとする。  

ア 事前調査  

 現地事務局調査の実施前に、事務局において提示する以下の資料に基づき、財務諸表又は指

定管理業務に係る決算の分析等の事前調査を行い、現地事務局調査の内容、事務局職員との事務

分担及び対象団体に調査当日準備を求める書類等を検討し、現地事務局調査のおおむね 15日前

までに「事前調査報告書（様式２－１）又は（様式２－２）」を提出する。  

〇 事務局から監査法人等への事前提示資料（現地事務局調査のおおむね１箇月前までに提示） 

 ・現地事務局調査実施概要（日程、事務局職員の配置人数） 

  ・対象団体に係る直近の事務局調査報告書 

〈出資団体のみ〉 

  ・決算書、５箇年分の財務諸表等（事務局職員が５箇年分の推移表を作成する。） 

・監査実施団体資料（団体概要、定款、事業計画書、会計規程等） 

    〈公の施設の管理団体のみ〉 

     ・現行の指定管理期間に係る指定管理者募集要項、基本協定書、年度協定書 

     ・現行の指定管理期間の当初年度から令和７年度までの事業計画書、業務報告書（事務局職

員が当該期間の指定管理業務及び自主事業に係る収支決算報告書の推移表を作成する。） 

イ 事前協議  

 事前調査に基づき、調査計画案（財務監査）を策定の上、現地事務局調査のおおむね 15日前

までに事務局との協議を行う。 調査計画案の様式は、事務局が別途提示するものとする。 

ウ 現地事務局調査 

事前調査及び事前協議の結果に基づき、現地事務局調査において公認会計士が事務局職員に

同行し、調査業務を行う。 

なお、業務の実施に当たっては、以下の事項を踏まえるものとする。 

(ｱ) 現地事務局調査の班長（事務局調査の責任者）は、事務局職員が務める。 

(ｲ) 現地事務局調査の実施時間は、おおむね午前９時に調査が開始できるよう現地に入り、

監査結果の伝達が終了するまでの時間（午後５時を目途）とする。 

  ただし、開始及び終了時刻は、調査実施場所及び対象団体の事情により午前９時から午後



５時の範囲内で変更することがある。 

(ｳ) 公認会計士は、緊急の事態に対応するため、班長との連絡方法を事前に確保するものとす

る。  

(ｴ) 公認会計士は、事務分担など事前協議の内容に基づき、効果的・効率的な現地事務局調

査に努めるものとする。 

なお、班長と協議の上、必要に応じて事務分担及び調査内容の変更を行うことができる。 

(ｵ) 事務局職員が、専門的な問題点等の対応について支援を求めた場合は、公認会計士は誠

実に対応するものとする。 

なお、当日中に対応できない場合は、班長と協議の上、後日対応することができる。 

(ｶ) 公認会計士は、現地事務局調査の終了前に、調査結果の概要について班長に報告し、終

了時に対象団体へ伝達するものとする。 

(ｷ) 公認会計士は、現地事務局調査の終了後、「調査結果報告書（様式３）」を班長に提出す

るものとする。 

  なお、事務局職員が記入した内容についても確認の上、これを総括して報告する。 

エ 事後協議  

 現地事務局調査の実施結果を踏まえ、検出事項等を事務局職員に説明し、指導事項等につい

て協議するものとする。 

オ 事後支援  

     事務局が指導事項として対象団体に指導を行う事項について、事務局職員の質疑に対応する

などの支援を行う。 

     なお、事後支援業務日数の範囲内で、事後支援の必要な対象団体に配置を変更するなど、事

務局と調整の上で柔軟に対応するものとする。 
 

６ 日程、履行場所及び公認会計士の必要配置人員 

日程及び履行場所は次のとおりとし、その詳細は、決定後速やかに示すこととする。 

公認会計士の必要配置人員は次のとおり 24人日とし、総数の範囲内で、各業務間の配置の変更を

行う場合がある。          

なお、日程及び配置人員は現時点での予定であり、災害等不測の事態により変更、縮減が必要とな

った場合、本契約書第４条に基づき契約金額の変更を含め協議を行うことがある。  
 

(１) アドバイザー業務  

ア 日程     令和８年７月から令和９年３月までの間で時期は調整 

イ 履行場所  京都府監査委員事務局又は監査法人等の事務所(オンライン会議を可能とする

が、事務局と調整の上で、１回以上は対面による機会を設けること。) 

ウ 必要配置人員  延３人日(0.5人日×６回） 

  必要配置人員には、質問・回答票（様式１）の作成に要する工数を含む。 
   



 

(２) 財政的援助団体等監査に係る現地事務局調査支援業務  
 

 〇 業務の時期及び業務分担等    

時 期 監査法人等 事務局（監査委員） 

７月～ 事務局調査日程調整 事務局調査日程調整 

９月～ 事前調査 分析､質問･課題抽出､報告(様式２)  (15日前) 事前提示資料送付   （１箇月前） 

 調査計画案（財務監査）の策定 ※事務局様式を使用 調査計画案（総括）の策定 

事前協議 調査計画(財務監査)の決定    (15日前) 事前協議 調査計画(総括)の決定 

現地事務局調査同行【９月～２月】      (当日) 現地事務局調査 

報告書作成（事務局職員分の報告も総括する） 報告書記載（事務局職員分） 

事後協議 検出事項に係る説明、助言   (10日以内) 事後協議 内容聴取 

事後支援              (２箇月以内） 検出事項の追加対応 

～３月 委託業務に係る完了報告書 調書案作成、指摘等区分の決定 
   

ア 日程         

(ｱ) 事前調査        現地事務局調査のおおむね 15日前まで 

(ｲ) 事前協議     現地事務局調査のおおむね 15日前まで 

(ｳ) 現地事務局調査  対象団体ごとに令和８年９月から令和９年２月までの間で別途決定 

(ｴ) 事後協議     現地事務局調査終了後おおむね 10日以内 

(ｵ) 事後支援    現地事務局調査終了後２箇月以内または令和９年３月 31日まで 
   

イ 履行場所※ 

 (ｱ) 事前調査    監査法人等の事務所 

  (ｲ) 事前協議     京都府監査委員事務局内(オンライン会議可） 

(ｳ) 現地事務局調査  対象団体の事務所又は指定管理施設の所在地等（京都府全域）  

 (ｴ) 事後協議    京都府監査委員事務局内（オンライン会議可） 

(ｵ) 事後支援    京都府監査委員事務局内（電話、メール、オンライン会議を含む。） 

 ※(ｳ)の現地調査を除き、(ｲ)(ｴ)(ｵ)についてはオンライン会議を可能とするが、事務局と調

整の上で、１対象団体につき１回以上は対面による協議の機会を設けること。 

 

  ウ 必要配置人員    計 延 21人日 

(ｱ) 事前調査     3.5人日（0.5人日×７回） 

(ｲ) 事前協議     3.5人日（0.5人日×７回） 

(ｳ) 現地事務局調査  7.0人日（１人日×７回）  

(ｴ) 事後協議      3.5人日（0.5人日×７回） 

(ｵ) 事後支援      3.5人日（0.5人日×７回） 

 

 



７ 諸手続き 

(１) 従事者名簿の提出  

監査法人等は契約締結後すみやかに「監査業務従事者名簿（様式４）」を提出するものとする。

従事者については公認会計士とする。  

(２) 監査業務等に係る報告 

監査法人等は本契約書第５条に基づき、委託期間内に「業務完了報告書（様式５）」を提出する

ものとする。 

 

８ その他留意事項 

(１) 従事制限 

本業務における監査対象機関・団体等と利害関係のない公認会計士等が業務に従事すること。 

    ＜参考 法第 199条の２＞ 

     監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事

件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査する

ことができない。 

(２) 利益相反行為等 

ア 本業務に係る財政的援助団体等に関し監査法人等が当該団体等の監査等を行っている場合であ

って、利益相反となる可能性があるなど、監査委員の監査の遂行に支障が生じるおそれがある場

合は、協議のうえ業務の全部又は一部の履行を制限することがある。 

イ 前記の場合であって、受注した業務の全部又は一部を履行できなかった場合は委託料の全部又

は一部を減額する場合がある。 

ウ 本業務の委託契約締結に際し、受注業務範囲内の京都府の業務や財政的援助団体等への関与の

状況を報告するとともに、本業務委託契約締結後に監査対象部局及び財政的援助団体等が発注す

る業務を受注しようとする場合は、事前に事務局に届け出ること。 

(３) 再委託 

    業務の一部又は全部を、他の法人等に再委託することは原則禁止する。ただし、専門性等から一

部を実施することが困難な場合や、自ら実施するより高い効果が期待される場合は、事務局と協議

し、承認を得ること。 

(４) 監査基準等の遵守 

本業務は、監査基準等に従って実施すること。 

(５) 業務遂行上の経費及び機材等 

旅費等を含め本業務に要する経費は、全て監査法人等が負担すること。また、本業務の履行に必

要となる機材等については、監査法人等の負担及び責任において手配すること。 

(６) 損害の負担 

   事務局は、監査法人等が本業務実施に際して受けたいかなる損害に対しても、その責めを負わな



いものとする。ただし、その損害の発生が事務局の責めに帰する事由による場合は、この限りでは

ない。 

(７) 守秘義務 

本業務を履行する上で知り得た情報に対する守秘義務を遵守し、業務終了後も当該業務に従事し

たすべての従事者に遵守させること。 

(８) データ・資料等転用の禁止及び適正な管理 

   本業務に関して事務局及び対象団体等が提供するデータ・資料等を本業務以外の目的で利用・複

写及び複製しないこと。 

本業務に関して事務局及び対象団体等から提供を受けたデータ・資料等については、紛失等の事

故のないよう適正に管理すること。 

 (９) 著作物の著作権 

本契約により発生した著作物の著作権（著作権法（昭和 45年法律第 48号）第 21条から第 28条

までに規定する権利で、第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。）及び著作物の翻案等により発

生した二次的著作権は、委託料の支払が完了したときをもって事務局に譲渡すること。また、監査

法人等は著作権を譲渡した著作物に関して、著作者人格権を行使しないこと。 

 (10) 信用失墜行為の禁止  

監査法人等は、本業務の実施に当たって、監査委員による監査の信用を失墜する行為を行わない

こと。 

本業務を受注後、公認会計士法第 30条及び第 31条又は第 34条の 21第２項の規定による処分を

受けた場合は、速やかに、その内容及び対応について報告すること。 

本業務の受注後に、監査法人等が公認会計士法第 30条及び第 31条又は第 34条の 21第２項の規

定による処分を受けた場合であって、監査委員の監査の公正性や信用を著しく損なうおそれがある

ときは、契約を解除することがあること。 

 


